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タイ国における《イスラームの擁護》についての覚え書

石 井 米 雄*

ANoteonthelProtutionIofISl&m irLThailand

YoneolsHII

ThekingofThailandistraditionallyconsideredtobetheahhhas房ねanu砂 at-

hamPhoh,theprotectororupholder,ofs冴isan万.andsZusan冴(religion)inThailand
isvirtuallytantamounttoBuddhism.Thisroyal epithet.however,underwenta
semanticchangewhenthepoliticalupheavalof1932introducedwestern-Style
constitutionalism andthemodernconceptofreligiouslibertyintothistraditional
SoutheastAsiankingdom.Royalprotectionwasthenextendedtoallreligionsin
theland,including theIslam ofThai-Malay subjectswhich had long been
regardedwithindifferencebytheSiamesegovernment.The丘rstlegalexpression
ofthenew religiouspolicywasHTheRoyalDecreeontheprotectionoflslam H

(1945).Royalprotectionoflslam isbeingbroughtaboutthroughareorganization
ofthereligionintoa,centralizedhierarchywith the Chu招Y5ichamontriasits
head.Theprocessofreorganization seems,however,tobeslowerand more
complicatedthanthatoftheBuddhistsangha,forhistorical,culturalandstruc-
turalreasons.

1.

1932年か ら1977年 までの45年間にタイ国は 8回にわたる憲法の大幅な改廃をおこなった｡ こ

れ ら8種燐の憲法の うち1976年10月に制定 された ｢仏麿2519年 タイ国憲法｣を除 く7種類の憲

法 には,いずれ も ｢タイ国王は仏教徒であ り,宗教の至高の擁護者である｣ とい う規定が設け

られてい る.1) ここで言 うところの ｢宗教の至高の擁護者｣に当たるタイ語は (akkhas豆tsanか

pathamphok)であるが, これはパー リ語か らの造語で ｢至高の (akkha<agga),｢宗教 〔の〕

(satsan豆<S豆sana)｣,｢擁護者あるいは支持者 (upathamphok<upatthambhaka)｣の三要素

か らなる合成語である｡造語の由来は不明であるが,1805年に編纂 きれた 『三印法典』の中に

現われてい るところか ら,す くな くとも19世紀初頭 までにはタイ語嚢の中に定着 していたこと

が確認 され る｡2)

パー リ語の (S瓦sana)は, ｢教 え,教説,書信｣の意であるが, とりわけ(Buddhas豆sana)す
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1) ｢仏暦2475年シャム王国憲法｣,｢仏暦2489年タイ王国憲法｣,｢仏暦2490年タイ王国暫定療法｣では

いずれも第4条,｢仏暦2492年タイ王国憲法｣では第 7条,｢仏暦2495年改正仏暦2475年タイ王国憲法｣
では第 5条, ｢仏暦2511年タイ王国憲法｣では第6条, ｢仏暦2517年タイ王国憲法｣では第9条がそ
れにあたる｡

2) RotPhrasong8および 9｡
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なわち ｢仏教｣ と同義に用い られ ることが多い ｡3) (S豆sana)はタイ語に入 って (sat(S豆snと書

く))とい う形 と,語末の母音を長音化 したくS瓦tsan-a)とい う形のふたつの音相をとるに至 った.

パーリ語での原義は前者の中に保存 されてい る｡後者は現在では ｢宗教｣を意味する普通名詞

として用い られ るが,スコータイ刻文に現われた6個の用例 を見 ると,いずれ も ｢仏教｣を指

してい ることがわかる｡4)これだけの資料からタイ語の (SatSana)が元来 ｢仏教｣のみを意味

していたと断定することは避けなければならないが, タイ国史の中において仏教 が一 貫 して

占めてきた卓越的地位を考えるならば (S豆tsana) が もっとも多 くの場合 (Phutthasatsana)

(<Buddhas瓦sana)すなわち ｢仏教｣を指 していたと考えることに大 きな誤 りはないであろ う｡

とりわけ (S瓦tsanQpathamphok)の一要素をなす(S豆tsan匝])が,仏教を意味 したことはその用

例に徹 してほぼ疑いを容れない｡ この語はラーマ Ⅰ世王 (1782-1809)の治下に出された10篇

の ｢サンガ布告｣(KotPhrasong)の各篇にタイ国王 ラーマ Ⅰ世の形容詞 としてつぎのような

文脈の中で用い られている｡
a

=･-.こi:JJヱ_i二二一1-:I:I-7=-=茄 i:::-;.了…:I:.I:I:----=/-I.一言こ‥:-;71-i:--::.I:三∴工三 三三一言言-:-::::-==77 7 QJ qJ
IA a

01つ313Jはf]J… 摘卵 朋m … = 5) (--仏教がその実践修行においても教学において もとこし
?

えに栄え行 くよう顧み給 う(S瓦tsan豆)の擁護者たる 〔国王〕がお出ましになって---)

上の訳文からも明らかなように, ここでの くS豆tsan豆)は ｢仏教｣を指 してお り,(maha)杏
●●

冠 してさらに意味を強めた くakkhamah瓦S瓦tsantipatham)は ｢仏教の至高の大擁護者｣ と解釈

することができる｡

歴史家クーニー ･ニワット殿下は, 仏教サンガに対するタイ国王の立場がいわ ゆ る信仰 の

(defender)ではな く (protector)であったと述べ, タイには異教か ら仏教を守護するとい う

観念が乏 しかったことを指摘 してい る｡6) (upathamphok)の語源 と考 え られ るパ ー リ語 の

(upatthambhaka)は,サソスクリット語の (upa-Sthambhaka)に由来する語であって, ｢支

持すること,後援すること,鼓舞すること｣7) を意味する｡上座部仏教の正統的解釈に従えば,

｢戒律は仏教の寿命であって, 戒律の存立す る間は聖教 も存立 す る｡｣(vinayon瓦maBud-

dhas豆sanassa豆yu,vinayethites琵sanarpthitalp hoti.)8) ブッダゴーサが 『サマンタパーサ

3) RhysDavids&W.Stede,TheP.T.S.Pall-EnglishDictionary.1972.p.707r.,･R.C.Childers,
A Diciio-ryofthePallLanguage･1976(repr.)･p.4651･

4) 第2碑文 (1298-1346/7)に2回 (2-ト48,2-2-61),第13碑文 (1510)に1回 (1310-1),第45碑
文 (1392)に1回 (45-2-10),第49碑文 (1412)に2回 (49-0-35)現われている.(cf.YoneolsfIII

eial･,A GlossarialIndexofikeSuhholhaiZnscriPhllS･Kyoto:ShoukadohPublishing,1977)
5) Kotm諾iTrziS房m Duang,Vol.4.Bangkok:Khurusapha,1962.pp.164-5,170,176.181,186,

189,196,206,220,223･布告によって綴字にわずかな異同があるはかは全 くの同文である｡国王の定
型修飾句と言ってよいであろう｡

6) H･H･PrinceDhaninivat,"MonarchicalProtectionoftheBuddhistChurchinSiam,Hp.6.
7) M.Monier-Williams,ASanshrii-EnglishDictionary.1951.p.210r.;RhysDavids&W.Stede,
oP.,cit.,1421.

8) N.A.Jayavikrama,TheInceptionofDisciplineandikeVinayaNidCma.London:Luzac&
C0.,1962･p･145･;長井真琴, rlJ南方所伝仏典の研究』 (東京 :中文館書店 ;昭11) 所収 ｢巴利善見
律序文和讃｣p.810
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-ディカー』の序文において示したこの戒律観はタイ国においても踏襲されてお り,たとえば

｢サンガ布告第 2｣ (1783)では ｢パーティモッカ (戎) とはすなわち聖教である｡ビクがパ

ーティモッカを正しくおこなうとき,そこに聖教が存在する｣ と述べられている｡9) 仏教を支

持 し,後援するとい うことは異教の攻撃から仏教を守ることではなく,サンガの中にある出家

者たちが戒律を正しく守 り,その結果 として仏教が栄えるようこれを ｢支持 し,後援 し,鼓舞

する｣ことにはかならないのである｡

ところで上座部仏教サンガの成員は文字通 りの ｢出家者｣であって,いっさいの経済活動か

ら離れ, ひたすら宗教的修練に投入することを期待される存在である｡ かれ らは街に汗して
こつじきしや

自らの生活の糧を求めず,在家者の前に立って ｢食物を乞 う｣ (bhikkbati)ところの ｢乞食者｣

(bhikkhu)としてある. したがって, もしサンガに対 し物質的支持を与える在家者の存在が失

われるならば, ビクたちは持戒をつづけることが不可能とな り,サンガの秩序は弛緩 してつい

に仏教は衰亡するにいたる｡上座部仏教の戒律観が不変であるかぎり,サンガにとってこれ以

外の道はない｡ このように考えるならば, ｢仏教の擁護者｣である国王の任務は,何よりもま

ず第-に,サンガに対し恒常的な物質的支援を与え,出家老たちが生活の糧の獲得に心をわず

らわすことなく持戒修行に専念できるような安定 した環境をつ くり出すことでなければならな

いであろう｡歴代のタイ国王がサンガに対しておこなったさまざまの寄進行為はこうした思想

に導かれたものである｡

いまか りに国王の支持によってサンガの物質的基盤が確立 し,持戒のための基礎条件がとと

のったとする｡このような場合であってもサンガの中に ｢悪しきビク｣(p瓦pabhikkhu)が出現

して破戒行為をおこない,サンガの清浄性を担 う可能性は残る｡ こうした場合,すぐれて自治

的団体であるサンガはヴィナヤの定めるところにしたがい自らの力でサンガの秩序の回復をは

かろうとする｡軽微な破戒行為の場合には,一定の反省期間と手続を経たのち破戒者のサンガ

-の復帰が承認されるが,殺人 ･淫行などの重罪 (p豆rajika)を犯 した場合には ｢不共住 (者)｣

(asarhv豆sa) として違反者はサンガ外に追放されることが戒律の中に定められている010) しか

し現実にはサンガの自治的処理能力を越えた破戒行為が各地,各時代で発生 した｡ こうした場

令,国王によって代表される世俗権力がサンガに介入 して破戒僧を強制的に還俗させた上処罰

をおこなうことによってサンガの秩序を回復させるという手段のとられたことが歴史に見えて

いる.その古典的事例をわれわれはアショーカ王法勅の中に見 ることができる｡ コ-サンビー,
わか

サーソチ-,サールナ- トの小石柱法勅に ｢比丘あるいは比丘尼にして僧伽を破つものは白衣

を着せしめて,住処 (精舎)でない所に,住せしめなければならない｡｣(塚本啓祥訳) とある

9) Kolm万iT招 Szim Duang,Vol.4.p.170.

1()) Yen.封atlamOliThera,ThePalimokhha.Bangkok:TheSocialAssociationPressofThailand,
1966･pp.18-21.
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のがそれである｡11)白衣を着せしめて住処でない所 (an豆V豆sa)に住まわせるとは,ビクの印で

ある黄衣を強制的に剥奪し,サンガの外に破戒僧を放逐することを意味する.12)サルナ- ト法

勅によれば,アショーカ王は大官 (mah瓦matra)に対し,この教勅の実行状況の確認を命じて

いる｡

タイの場合には前掲の ｢サソガ布告｣の中にひとつの具体例を求めることができる｡たとえ

ば ｢サンガ布告第10｣(1801)がそれで, ここにはラーマ Ⅰ世王が 128名の破戒僧を還俗させ,

見せしめのためこれに入墨を施 して官の重い得役に服せしめたとの記述がある｡13) もとより,

タイにおいてもまたサンガが自治団体であるというたてまえは認められていた｡ ｢もし破戒の

ビクを見るときは互いにいましめ合い, 制裁を下し, 戒律にしたがって処分すべき｣ ことは

｢サンガ布告第 8｣(1790)の中にも述べられてい814)｡ そればか りか,｢布告第 7｣(1783)で

はサンガの内紛調停のため国王に直訴することを禁じてさえいるのである｡15) しかしその一方

で,サンガの力に余るほど多数の破戒者が出現 した場合には,サソガの要請に応 じて俗権がサ

ンガの自治に介入するのは古来の慣行 (penpraphenim瓦)であるとも述べている.16)そして

古代インドにおいて国王が結集を後援してサンガ秩序の回復に貢献 したことをその事例として

挙げている｡ ｢第10布告｣に示された破戒僧大量追放の措置はまさにこの ｢サンガの力にあま

る｣破戒僧出現の場合にあたるものと考えられる｡

以上述べたことから明らかなように, ｢仏教の擁護者｣ としての国王の任務にはふたつの側

面が見 られる｡その第一はビクの団体として経済的に非自立的な性格をもつサンガに対して物

質的支持を与えることによって持戒の基礎条件をととのえ, もって清浄なるサンガの維持,す

なわち仏教の繁栄に寄与することである｡第二はサソガの内部に破戒者が出現し,これを調御

することがサンガの自治能力を越えるような場合,サンガの要請に応 じてこれに介入し,強権

をもって破戒僧を還俗させ,サンガの失われた秩序を回復することである｡｢保護｣と ｢統制｣

という ｢仏教の擁護者｣たる国王に期待されたこのふたつの役割は,たがいにあい補いながら

サンガの持続的発展,ひいては仏教の発展に貢献 してきた｡ これがタイ人仏教徒の間に広 く受

容されている ｢仏教の擁護者｣観であるといえよう｡

2.

1892年,チュラロンコソ王 (1868-1910)によって国家統治機構の近代化努力が開始される

ll) 塚本啓祥 『アシ ョーカ王碑文』 (第三文明社 :昭51),pp･69-72;137-139.;
E.Hultzsch,InscriptionsofAsoha,new ediiion･〔CorpusInscriPtionum Zndicarum〕Delhi:
IndologlCalBookHouse,1969.pp.159-164.

12) Hultszsch,oP.I;it.,p.160,n.5& 7.
13) Kotm存iT招 S冴m Duang,Vol･4.pp.222-228.
14) Ibid.,p.207.
15) Zbid.,p.295.
16) Ibid.,p.207.
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以前のタイ国においては,中央政府が有効な直接支配を及ぼし得た地域は首都バンコクを中心

とする畿内 (wongr豆tchath豆ni)にかぎられてお り,その範囲は北に向かってパ トゥムタ_ニ

ー,ノンタプ リ,南はプラ′げ ェソとサムットプラカーン,距離にすれば半径30キpメー トル

にも満たなかった｡17)北方,東北方および南方に横たわるラーオ系,マレ一系属領はいうにお

よはず,畿内とこれら属領の中間に位置する諸国でさえも,バンコクに臣従を誓 う地方豪族た

ちによる割拠的支配にゆだねられていた｡ こうした状況は当然サンガ組織の上にも反映 してい

るo全国各地に散在する大 ･小の寺院においては,人的結合を媒介として都市の有力寺院 との

問に一種の ｢本寺｣- ｢末寺｣に類する関係を結んでいる場合 も見 られたが,18'その関係は

あ くまでも不定であ り流動的であった｡サンガは理論上法王を首長 とする組織であり,北方,

南方および中央部 とい うサンガの三地方区分には,それぞれの長 として高僧が任命されていた

が,かれらは通常造任であって首都にとどまることが多かったため, こうしたサンガ組織が現

実にどの程度有効な支配を遠隔の地方にまで及ぼし得たかどうかについては疑問が残 る｡事実,

全国各地の寺院の実態調査は,1899年に至るまでおこなわれず,それまでは正確な寺院数 も出

家老の数さえも把擾 ざれてはいなかったのである｡ しかも1899年の調査でさえも,サンガ内部

からの要請によっておこなわれたものではなく,サソガの潜在的能力を,新たに導入された国

民教育の普及に動員するための計画立案に必要な基礎資料を得 るのが目的であった｡lO)そして

サンガの組織化 も教育の普及 とい う世俗 目的を達成する手段 としてお こなわれたのであ る｡

1902年, これらの調査結果にもとづいて ｢サソガ統治法｣が制定された｡ この法律はそれまで

ばらばらであった全国の大小寺院 とそこに止住する出家者たちを,単一の集権的統治機構の下

に置き,政府による管理を容易にしようとするものであった. この法律は ｢ラタナコ-シソ暦

121年サンガ統治法｣ (phraratchaban'yatLaksanaPokkhr6ngKhanaSongR6.S6.121)20)

と呼ばれ,当初辺境地万をのぞく14州に適用されたが,1908年には東北のウドン州,1924年に

は北部のマ--ラー ト州,パーヤップ州と南部のバ ッタニー州-と地方行政組織の発展 と並行

してその適用範囲を全国に拡大 して行 った｡その結果,法律制定から22年後の1924年には,全

国の寺院 と出家老 とが,統一組織である ｢タイ国サンガ｣(KhanaSongThai)の構成員 とな

ることが法的に義務づけられることとなった｡

1932年 6月24日,人民党によるクーデタが発生 し,絶対王制に終止符が打たれると,新政府

はただちに憲法を制定 し,タイ国に立憲君主制を導入 した｡新憲法は1932年12月10日に制定公

17) TejBunnag,TheProvincialAdministration ofSiam.KualaLumpur:OxfordUniversity
Press,1977.pp.18-19.

18) CraigJ･Reynolds,一̀TheBuddhistMonkhoodinNineteenthCenturyThailand,〟 (Ph.D.
Dissertation:CornellUniversity,1972)pp,221-′233･

19) DavidK･Wyatt,ThePoliticsofReform inThailand.New Haven:YaleUniversityPress,
1969.p.243.

20) 邦訳は拙著 『上座部仏教の政治社会学』 (創文社 :昭50)pp･353-371･
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布されている｡ こうした時代の流れはサンガの中にも新しい動きを生み,やがて若手僧侶を中

心 としてサソガ管理制度民主化の要求が現われ始めた｡ こうした新しい動きに対 しサンガの態

度は守旧的姿勢に終始 し,政府 もまた迅速な対応をおこなわなかったが,1941年10月に至 り,

ようや く時のピブソ政府は ｢戒律を犯さぬ範囲において,サンガの統治組織を,国家統治の方

式に近づけ｣ることを目的として, ｢仏暦2484年サンガ法｣を制定し旧法を廃止したのであっ

たOその結果,国家 (r瓦tchaan豆chak<r可a和瓦cakka)における ｢国王｣ ｢内閣｣, ｢議会｣,

｢裁判所｣に対応するサンガ (Phutthachak<Buddhacakka)の組織 として ｢法王｣, ｢法臣

会議｣, ｢サンガ議会｣, ｢サンガ裁判所｣がもうけられた｡21) この法律はその後22年間にわた

ってタイ仏教の性格を規定 し続けてきたが,1962年に至 り,国家行政機構の高度な集権化によ

って行政能率を高めるとい うサ リット内閣の方針にしたがって廃止され,代わって極度に単純

化された ｢仏暦2502年サンガ法｣が制定された｡新サンガ法は旧法に見 られた民主主義的諸装

置の一切を廃止し,サンガ統治に関するすべての権限を法王の一身に集中させ, しかもそれま

で終身職であった法王職を勅命によって解任できる規定を新たにもうけた｡ この措置によって

世俗権力に対するサンガの従属はほぼ決定的 となってしまった｡

3.

1932年12月の憲法制定は,一方においてタイ国王を(akkhas瓦tsantipatthamphok)と規定す

ることによって,国王 と仏教をめ ぐる伝統的観念に明示的表現を与えたが,それ と同時に,節

たに ｢信仰の完全な自由｣(seriph瓦pboribtlnnaik豆nthiisatsan豆) とい う近代西欧的観念を

タイ国に導入した｡その結果, これまで一義的には｢仏教｣を意味 してきたところの(S瓦tsana)

と,｢信仰の自由｣における(religion)の訳語 としての(SatSan豆)とい うふたつの (Satsan豆)概

念の対立が発生することになり, これを調整 し統一する必要が生じた｡ この間の消息をもっと

も明確な形で伝えている史料に, ワンワイタヤコーン殿下の著わした小冊子 『憲法草案解説』

(Athit癌iR瓦ngRatthathammantln)がある｡22) 1932年11月19日の日付をもつその序文による

と, この小冊子は当時人民代表議会において審議が進行 しつつあった ｢仏暦2475年シャム国王

憲法草案｣について,法律学者であるワンワイタヤコーン殿下が学問的見地から意見を述べた

ものであるという｡その内容は憲法制定小委員会の起草 した草案にしたがって各条文を掲げ,

これに対 し逐条殿下の意見を付す形式をとっている｡その第4条の解説にはつぎのように述べ

られている.23)

｢第4粂 〔本文〕国王は仏教徒でなければならない｡国王は く<TLkkhasatsanGpathamphok)
である｡

21) 上掲拙著 pp.198-202参照｡

22) Mom ChaoWanwaithayakonWorawan,Athib7iiRangRZitihathammanu-n,1932.148p.
23) Zbid･,pp･28-29･

352



石井.･タイ国におけるiイスラームの擁護夢についての覚え酋

趣旨:結構である｡憲法制定小委員会委員長が 『シャム人の信奉するすべての宗教 (傍線原

文のまま)に対し擁護を与え給うものである』という説明を付記しているのはきわめて適切で

ある｡

タイ語の表現 :結構である｡

英訳文の表現 :[くS豆tsana〉の訳語として】HTheFaith"をあてているが,これでは意味が

狭すぎるOこうすると [satsanaが】仏教のみを意味して他の宗教を含まないことになってし

まうからであるO (中略)それゆえ 〔英訳文は〕Profess(sic)theBuddhistFaithandis

theupholderofReligion･ (イタリックは原文のまま)と改めるべきであろう.

この一文はタイ語テキス トについているかぎり無自覚のまま見逃されていたくsatsan豆)の両

義性を指摘 し, これを二種の英語で表現 し分けることによって,憲法の導入に付随 して (sat-

santipathamphok)の上におこった意義変化に注意を喚起 したものとしてきわめて重要な意味

をもつものであると考えられよう｡

もっともタイが ｢信仰の自由｣の問題に直面 したのはこの憲法の制定が最初ではなかった｡

古 くは16世紀の初め,アユタヤに来航 したマラッカのポル トガル人に対 しキ リス ト教の布教を

許 したり,17世紀末のナライ王時代に首都にキリス ト教のセ ミナーが建設 されたことはよく知

られている｡ また19世紀中葉以降西欧列強がタイとの問に締結 した ｢友好通商条約｣の中でも

｢自由なる信仰および礼拝実践｣(thefreeexerciseoftheirreligiousbeliefandworship)

が明示的に保証 されていた｡24) しかしタイ語テキス トについてこれら粂約 ･条文を検討すると,

いずれも ｢引旬満 山叩尻釘軌1脚 lm (それぞれの宗教の教えに従って実践す ることを容

認す る)｣ とあり, あ くまでも外国人に対する宗教的信仰の消極的許容とい う色彩が濃厚であ

る｡一方においてはタイ国における仏教の圧倒的卓越 という事実に支えられたタイの仏教信仰

の不動性についての確信があ り,他方キ リス ト教はたかだが外国人とこれにつらなる少数者の

宗教にすぎず,既存の秩序に対する脅威 となる可能性が少ないとい う見通 しに立った上での判

断がこうした宗教的寛容となって現われたものと思われる｡あ くまでも黙許するのであって,

これに積極的支持を与えるのではない点を強調 しておきたい｡

これに対 し (S瓦tsanapathamphok)のほ うは積極的に ｢支持 し,後援 し,鼓舞する｣のであ

って,その存在を ｢許す｣といった消極的なものではない｡仏教の存続に貢献することは国王

の支配の正統性にもかかわるものであ り,国王自身の利害にも直結 している｡25)したが って憲

法の制定によって (S瓦tsantipathamphok)の上に意義変化が生 じたことは,単に支持対象を量

的に拡大する以上の質的変化の発生を意味するものであった｡

24) 相手国によって多少表現に違いがあるが=-･sballbeallowedthefreeexerciseoftheirreligious
beliefandworship-日という文言が多い｡

25) 仏教の繁栄と国王支配の正統性の関係については前掲拙著 pp･58-82参照0
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4.

統計によると1970年におけるタイ国の宗教別人口 表 1

は表 1のとお りであった｡ この表の ｢仏教徒｣の中 仏 教 徒

には,それまでの人口センサスで ｢儒教徒｣ と分額
イスラム教徒

キリスト教徒

されていた華僑および中国系タイ人の約 1･7% が含 そ の 他

32,771,544̂

1,325,587人

195,300人

104,943人

まれているので数値がやや高 くなっているが, この (1970年人口センサスによる)

点を考慮に入れたとしても仏教徒の圧倒的な優位は歴然たるものがある｡ しばしば言及される

｢タイ人は仏教徒である｣とい う通念はこうした統計的事実によって支えられている｡仏教以

外の宗教は,王室儀礼の中核を成すバラモン教を除けば,いずれもタイ人にとっては異質な宗

教 と感 じられている｡あるカ トリックの調査報告書は,タイ人のキリス ト教観についてつぎの

ように述べている｡26)

｢キ リス ト教は当初から外来の宗教であった｡それは外国人によってタイ-もたらされただ

けでなく, この宗教の継承者たちもまた 〔タイ人に非ざる〕アジア系外国人であった｡ これは

今日のキ リス ト教がなおも人々に与え続けている一般的印象である｣

輝似の状況はタイ国内のイスラーム教徒についても認められる｡タイ政府のある少数民族問

題専門家は,南タイのムス リムがタイ国籍を持ちながらその大部分は自分たちが純粋のタイ人

であるとい う意識を持っていないと述べている｡27) このようにタイ国内に存在する非仏教系宗

教集団は,いずれもその ｢非タイ性｣において共通しているが,キ リス ト教徒 とムスリムの間

にはふたつの重要な点で相違が見 られる｡第一は集団としての凝集性の大きさの違いである｡

タイのキ リス ト教徒はまずカ トリックとプロテスタソ トに分かれ,プロテスタントはさらに諸

派に分裂 している｡ また信徒の居住地域 も全国にわたってお り,信者の民族別構成を見ても,

タイ人,華僑,ラーオ人, ヴェトナム人,カレン族山地民等きわめて多様である. したがって

クリスチャンは集団としての凝集性が小さく,その存在はタイ国の社会統合にとって脅威 とな

ってはいない｡

これに対 してイスラーム教徒はその大部分がマライ系であって,イスラーム-の同質化はす

なわちマライ文化-の同質化を意味 し,相対的に均

質な集団を成す｡ しか も表 2に見 られるようにその

居住地域が南タイに偏在 しているため,集団として

の強固な凝集力を示す｡ とりわけ ｢南部タイ4県｣

と呼ばれて法的にも特別の取 り扱いをうけている国

表2 イスラーム教徒の地域別分布
(1970年センサスによる)

中 部 タ イ

北 部 タ イ

東北部 タイ

南 部 タ イ

259,356人

9,623̂

2,223人

1,054,745人

26) Thailandintransition:TheChuychinaBuddhistcounlyy･Brussels:PRO MUNDA VITA,

1973.p.17r.

27) KhachatphaiBurutphat,ThaiMuslim･(inThai),Bangkok:PraePitya.1976.p.428.
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境 4県 (バッタニー,ヤラー,ナラティワ- ト,サ トゥソ)では,イスラーム教徒が人口の過

半数を制 しているため,かれらをタイ文化に同化させるためにはまだ数多 くの障害が横たわっ

ている｡第二の相違点は宗教上の母国に対する近接度の違いである｡タイに隣接する国でキ リ

ス ト教の優勢な国はないO しかしイスラーム教の場合には,南タイ4県が地続きでイスラーム

国家マレーシアに接続 しているという事実がある. とりわけ国境付近においてはマライ文化圏

との交流が日常的におこなわれているため,それがイスラーム教徒のマレーシアへの同質化傾

向を強め,異質なタイ文化-の心理的距離の縮少のさまたげとなっている｡

5.

タイ ･ムスリム, とりわけ南タイ4県のイスラーム教徒の政治的統合をめぐる諸問題につい

てはすでに Ⅴ･Thompson&R･Adolff(1955),ThomasFraser(1960),As triSuhrke1970

/71),LaddThomas(1974,1975),ArongSutthasat(1976),KhachatpaiBurutphat(1976),

NantawanHaemindra(1976)らの論考があるが,28)これらはいずれも社会問題ないし政治問

題 としての角度から南タイのムス リムを論 じたものであって,タイにおける国家 と宗教 とい う

視点からタイ国のイスラーム教徒を全体的に論 じた研究はまだ現われていないようである｡本

稿は将来の研究に備えての覚え書きとして,論ずべき若干の問題の所在を示すにとどまる｡

5. 1.前掲の表 2からも明らかなように,タイ国におけるイスラーム教徒の分布域は,南

部タイにその約80%が集中している｡ このことはアユタヤ朝 (1350-1767)以来,タイ人がそ

の支配域をしだいに南方に拡大 し,マライ半島の一部をその版図に含めたとい う歴史的事実に

照応するものである029) しかしながら中部タイのバンコクを中心にして約30万人のイスラーム

教徒が居住 しているとい う事実はこれまでほとんど問題にされていなかった｡これらの中部タ

イ ･ムスリムの大半は,南タイから移住 したマライ人の子孫であるが,その中核を成すのは,

1785年にラーマ Ⅰ世王 (1782-1809)のおこなったバ ッタニー遠征 と,1832年にラーマ 3世王

(1824-1851)のおこなった南タイ 7州の反乱鎮圧 とい う2回の戦役終了後, バンコク周辺に

28) VirginiaThompsonandRichardAdolfr,MinoyiiiesProblemsinSoutheastAsia.Stanford..
StanfordUniversityPress,1955.pp.158-165.;ThomasFraser,Ruscmbilan : A MalayFishing
VillageinSouihcrnThailand.Ithaca:CornellUniversity Press,1960;AstriSuhrke,=The
ThaiMuslim:Some AspectsofMinority Integration:IPacijcAHairs.γol.XLIII,No.4,
1970-71.pp.535-54l.;LaddThomas,…BureaucraticAttitudesandBehaviorasObstaclesto
Political IntegrationofThaiMuslims:'SouiheasiAsia,AnZniernaiionalQuarterly,Vol.ⅠⅠⅠ,
No.i,1974.pp.545-566･;-do-,PoliticalViolenceintheMuslimProvincesofSouihcrnThailand.
(ISEASOccasionalPaperNo.28)Singapore:InstituteofSoutheastAsian Studies,1975･;
ArongSutthasat,PanhGKhw冴mhhaiyaengnaiS盲ChangwaiPh冴h Tai･(in Thai)Bangkok:
PhithakPracha,1976･;KhachatphaiBurutphat,ThaiMuslim･Bangkok:PraePitaya,1976･;
NantawanHaemindra,''TheProblem oftheThai-MuslimsintheFourSouthernProvinces

ofThailand(PartOne),JouynalofSoutheastAsianStudies(Singapore),Vol･ⅤⅠⅠ,No.3,1976･
pp.197-225.

29) 南タイのマレイ人居住地域のタイ-の編入過程については NantawanHaemindra(1976)がよく
まとまっている｡
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強制移住 させ られた捕虜奴隷の子孫 たちであ る｡30)中部 タイ ･ムス リムの地域分布 をさらに詳

し く見 るためのひ とつの指標 として作成 したのが表 3であ る｡31) これによれば, 中部 タイに存

在す る350のモス クの94ウ射こあたる 328のモス クがバ ンコクとその隣接諸県 に分布 してい るO

この うち 135のモス クが集中す るバ ンコク首都圏のみについて区 (amphoe)別のモス ク数 を示

したのが表 4であ る｡ これによると, モス クは首都圏の東部諸区にその 7割以上が分布 してい

表 3 中部タイ各県別モスク数 (1976年12月現在)

県 名 1モスク数 l 県 名

KrugthepPhramahanakhon

PhranakhonSiAyutthaya

Chachoengsao

Pathumthani

NakhonNayok

Nonthaburi

Chonburi

Phetburi

Samutprakan

Prachuapkhirikhan

Rayong

Saraburi

Angthong

NakhonFathom

SamutSongkhram

計----- 3 50

表4 バンコク首都圏における区別モスク数 (1976年12月現在)

モスク数

8

7

4

3

1

1

1

区 名 巨 スク数 1 区 名

NongChok

Phrakhanong

Minburi

BangKapi

YallnaWa

Phayathai

Ratburana

BangkokNoi

BangRak

31

23

17

16

8

6

6

4

4

L礼tXrabang

BangkokYai

Thonburi

KhlongSam

Dusit

Phranakhon

Pom PrapSattruPhai

Pathumwan

計--･--･--131

敬クスモ

3

3

3

3

1

30) Thiphakorawong,phrayZuchaPhongs房wada′nKyungRalanaho-sinchabaPH∂samuthaengChzit
Ralcha紘 nlh盲1,thi2.Bangkok:Khlangwitthaya,1962.pp.125-126.;-do-,Phray5tchaPho-

ngs諾wadanKrungRaianahasinchabapH∂samuihaengChZu,Raicha紹nih有3,ih吉4.Bangkok:

Khlang Witthaya,1963･p.121.これらの捕虜奴隷の入植地については Direk Kunsiriwawas,

Khw百msami'ha,akh紬gMuisalim ThzlngPrawatis房tlac WannahhadiThai.Bangkok:Sama-

khom Phasal礼eNangsuhaengPrathetThai1974.p.77参照｡

31) 資料提供に御協力いただいたチュラーラ-チャモソトリー事務局長の KhunyingSa･manBhumin-
arongに心より御礼申上げたい｡

356



石井:タイ国におけるiイスラームの擁護〉についての覚え書

図1 バンコク首都圏のモスク分布

ることがわかる｡ (図 1) さらにこれ らの諸区のうち,モスク数の多い ものから上位 8位をと

ってモスクあた りの人口を調べたものが表 Sである｡ これを南タイ4県における同じ数値 (秦

6)と比較 してみ ると,NongChok区におけるムスリムの集中度はヤラー,サ トゥソの水準

に近 く,Minburiのそれで も約半分 とい う事実が浮かび上がって くる｡ これ らの数値はバンコ

ク東部におけるムス リムの集中度が一般に想像 されているよりもはるかに高いとい う事実を教

えて くれる｡

このように中部タイに居住するタイ ･ムス リムは, NongChok 区の事例のようなかな り凝

集度の高いムス リム ･コミュニティを形成 している場合がある一方,たとえばバンコク市内の

表5 バンコク首都圏における1モスク当たりの人口

人 口 (b) ∫ (a)/(b)区 名 巨 スク数(a)

表6 南タイ4県における1モスク当たりの人口
(1970年センサスによる)
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各区におけるように複合的な人口構成をもつ都市的環境に置かれている場合までその環境に大

きな差がみとめられる. したがってその実態を把握するためには今後かなりきめの細かいデー

タにもとづ く比較研究をすすめてゆ く必要がある｡ とくに都市部においては周囲の環境に対す

る適応が日常的に必要 となっているため,相手によって挨拶の仕方をマライ式にしたりタイ式

にしたりするなど,状況に応 じた行動様式の変化が観察される｡一般にバンコク在住のタイ ･

ムス リムの問では,タイ式の姓 (namsakun)の使用,サロンの非着用,タイ式の合掌による挨

拶,仏教の習慣にもとづ く寄進行為 (than bun)などがタイ文化-の同化の指標 と考えられて

い るようである｡現実にはタイ式のサンスクリット風の姓名 と,マライ式のアラビア風の姓名

のふたつの名を状況によって使い分けたり,家庭内ではサ ロンを着用するが外出時には洋服に

着換える等,行為規範の二重性を示す事例 も多い｡

5. 2.タイ政府はイスラーム教に関 しては永らくその自治にまかせてきたが,1945年に至

り ｢仏暦2488年イスラームの擁護に関する勅令｣(Phrar豆tchakrusadik豆W豆duaiK豆nsatsan-

tipatham 紘iSatsan瓦Itsalam)を制定 し,33) ァユタヤ朝以来伝統的にイスラーム教徒に与え

られていた欽賜名であるチュラーラ-チャモソ トリー (Chular瓦tchamontri) を新たに官職名

として復活 させ, これの保持者に ｢タイ国王を代表 してイスラ-ムに対するタイ国王の擁護を
I /A I

実施する任務｣品紬召捕…nl血 相S匂ヾ剛nn諭 1論叩け血払品飢1冨卸叛 与T
えた (第 3条) この勅令は [S豆tsan]叫)athamlphok]とい う語を仏教以外の宗教に公的に適用

した最初の事例 として注 目される｡34)最初の (チュラーラーチャキント1)-)職には,前 State

CouncillorforMuslim A鮎irsであり,TheIslamicUnionofThailandの総裁であったプ

1)ディ派の政治家 Chaem Promyong氏が任命された035)チェ-ム氏は1947年までチュラーラ

ーチャモソ トリ-職にあったが,同年11月いわゆる ｢変改団｣のクーデタが発生後,プリディ

と共にバンコクを離れシンガポールに亡命 したためその職を失った｡かれはそこで-ジ ･サム

スディソ (HajiSamsuddin) とい うムスリム名を名乗っている｡36) この事件の翌年にあたる

1948年12月,上述 した ｢勅令｣の第 3条が改正され,チュラーラーチャモソ トリー職は ｢タイ

国王の代表｣の地位から一挙に ｢文部省事務当局の諮問に応 じる｣-顧問職-と引き下げられ

てしまった｡37) これはタイ政府がムス リムに対する従来の ｢間接統治｣から ｢直接統治｣への

変更にふみきったことを意味する措置と解釈することができよう｡1949年10月,｢2488年勅令｣

32) 所在不明の4モスクを除く｡資料提供者は注31に同じ｡
33) 同勅令の邦訳は前掲拙著 pp･427-429参照｡
34) この勅令が制定された背景についてはほとんど研究がなく,その解明は今後に残された課題であ

る｡
35) NantawanHaemindra,op･,cii･,p･2101;NarongSiripachana,PramuanKolm冴ilaeRabiaク ー

r5tcha紘nhiawdualKammahanItsallim laeMaisayit･Bangkok,1975･p･3,n･
36) Nantawan,op.cit.,p.210.

37) ｢仏暦2491年イスラームの擁護に関する勅令 (第2)｣第三条.前掲拙著 p･429-430参照｡
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の第 8射 8)の規定にもとづいて制定 された ｢タイ国イスラーム中央委員会規則｣"'は,1902年

に制定された ｢サンガ統治法｣にも比較できる重要な ｢規則｣であって,今後さらに検討を加

える必要がある｡ この ｢規則｣は全部で33項より成 り, ｢澗 文｣ と ｢モスク委員会｣,｢委員の

任免｣,｢モスク委員の心得｣,｢モスク会員の登録｣,｢宗教資産｣,｢経過規定｣の6節に分かれ

ている0第 1節の ｢モスク委員会｣ではモスクの管理幹部であるモスク委員の資格,委員会の

任務,宗務専門職 としての三役すなわち ｢イマム｣(imam)｢コーチップ｣(k6tep<katib)｢ピ

ラン｣(bilan<bilal)の任務などを定めている0 第 2節の各項は委員の任免に関する手続規程,

第 3節は委員に対する精神規程であるが, 第4節では ｢モスク会員｣(sappaburutpracham

matsayit)とい う概念を導入 し,イスラーム教徒の一人ひとりが定期的に出席するモスクを定

めて,そこに ｢会員｣ として登録することを義務づけた｡ この措置はモスクを通 じてタイ国全

土のムス リムの動勢を把握 しこれを統制下におこうとする政府の意図の現われとして注 目され

るところである｡ この規定は1902年サソガ法がその第15条において, ｢すべてのビクおよびサ

ーマネーラは,がならず,いずれかの寺院の名簿に登録ざれなければならない｣ と定めたのと

軌を一にする発想 といえよう｡ この ｢規則｣の制定者の描いたイスラ-ムの管理組織の理想図

は図 2のとお りである.̀0)チュラーラーチャモソトリーは,建前上はサンガにおける (法王)

(sangkharat) と比較される地位にあるが, 1948以来その実質的権限が失われ,文部省の諮問

役 とされてしまったことは上にのべたとお りである｡ ｢タイ国イスラーム中央委員会｣は10名

の委員より成 るイスラームの最高機関で,チュラーラーチャモソトリーを職権上の議長 とするO

これはサンガの ｢大長老会｣(Mah豆therasam瓦khom)に相当するO これがいわば中央行政組織

図2 イスラームの管理組織図 (1975)

38) 第 8粂｢(前略)スラウ内における宗教上の役職の任免,および,宗教的車重の処理方法は,｢タイ
国イスラーム中央委員会｣が内務省の同意を得てこれを定める｡｣(前掲拙著,p.428)｡

39) そのテキストは前掲の Narong(1975),ppl57-69.

40) Krom Kansatsana,Ra-ing房nKroynKZinsZusan冴2518113angkok:Krom Kansatsana,1975.p.
219.
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で,この下に各県および各モスクに置かれる ｢イスラーム委員会｣によって運営される地方行

政組織が位置する｡そしてムスリムの一人ひとりはその居住地に近いいずれかのモスクに登録

され, こうしてチュラーラーチャキントl)-を頂点に全国 130万人のムスリムを底辺とするタ

イ国イスラームのヒエラルヒーが成立する｡

しかしながらこうした理想図は現実には出来上がっていないようである｡その理由として次

のふたつの問題が考えられる｡第一は仏教 とイスラーム教の宗教組織上の基本的違いである｡

仏教サソガの成員である出家老は,一定の手続きを経てサンガという団体に加入し,その団体

の構成員としての権利 と義務を分けもつところの存在であるOこれに対 しイスラームには出家

老は存在しない｡イマム,コーチプ,ビラソのような宗教 ｢専門職｣といえども出家老ではな

い｡さらに一般のムスリムたちはまったくの一般社会人であって,これをサソガにおける僧の

場合のように,ひとつのモスクに固定することははなはだ困難である｡それは仏教における在

家の信者を単一の寺院に固定 しようとするに等しい作業であるOしかもムスリムの間にはいく

つものモスクの礼拝に出席して多 くの同信の友 と交 りを深めたいとい う要求が強 く存在 してい

るという｡ この点の問題を指摘 した資料に,内務省事務次官事務代理が1965年 7月9日付で各

県知事に対 し送付した-通達がある｡41ノこれは内務省が各県知事に対 し,各自の県に住むムス

リムのモスク-の登録を促進させるよう督励した通達であるが, その内容 を見 ると,1965年

の段階においてさえもモスク会員の名簿がまったく作成されていない地方のあることが知られ

る｡また1966年 2月21日から5日間バソコクで開催された ｢タイ国イスラーム中央委員会｣の

会議議事録では,この規定が現状を無視したものであって実行不可能であるとする報告がある

委員たちによっておこなわれている｡その事例 としてチャチュソサオ県のあるモスクではイマ

ムがバンコクに住み,出席者の範囲は遠 くパ トゥムクーニー,ナコソナ-ヨック,バソコクに

まで及んでいるという例,また別のモスクでは礼拝の出席者がセエソセェ-プ運河の両岸に居

住 していて,その一方の出席をこはむことは事実上できない例などをあげ,モスク会員登録の

困難さを訴えている｡一2)

第二の問題は南タイのムスリムを中部タイのムスリムの間に存在している違和感である｡一

般に中部タイのムスリムを南タイのムスリムと比較すると,前者はタイ人との接触度が後者よ

りはるかに大きいためタイ文化-の同化が進み,南タイのムスリムからこれを見た場合,ムス

リムとしての ｢純粋性｣が失われていると映じる｡たとえばタイ式の姓を用いているという事

実だけでも, ｢かれらはマライ人ではない｣ したがって ｢ムスリムではない｣としてこれに対

し不信感をかくさないという｡43) 現在のイスラーム管理組織はバソコクにその中心がおかれて

41) Narong(1975),pp･80-81･

42) Zbid.,pp.82-86.

43) バンコク在住の二人のムスリム知識人からの聴き取りによる｡
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いるが,南タイ ･ムスリムの対バンコク･ムス リム不信感が存在 している以上,バンコク中心

の組織を媒介 として,多数派である南タイ ･ムス リムにまでその管理を及ぼそうとすること負

体,基本的な問題をはらんでいると言 うことができようO

(S豆tsantlpathamphok) という概念がその外延を拡大して仏教以外の宗教に ｢国王の擁護｣

を及ぼすようになってやがて半世紀がたとうとしている｡現在までのところタイ政府が本格的

な ｢擁護｣すなわち援助と統制の両側面を含むところの ｢擁護｣の対象としている宗教はイス

ラームに限られている.194S年にはじめて制定された ｢イスラームの擁護に関する勅令｣以来,

タイ政府はなおも試行錯誤を続けているが,その方向を正しく把握するためにも,タイ ･ムス

リムについてより広い視野に立った実証的研究の出現が望まれる｡
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